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令和 6 年度診療報酬改定における多職種連携・４つの場面関連について 

   注）  多職種連携   看取り   日常の療養支援   緊急時の対応   入退院支援    

 

入院基本料等の施設基準等 

 １．栄養管理体制の基準の明確化（入院通則改定） 

 

【入院料通則（栄養管理体制の基準）】  

●問 23 栄養管理体制の基準について、「あらかじめ栄養管理手順（標準的な栄養 スクリーニングを含む

栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期 的な評価等）を作成すること。」とされているが、「標

準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」の、具体的な内容如何。 

（答）GLIM 基準による栄養状態の評価を位置づけることが望ましいが、GLIM 基 準を参考にしつつ、各

医療機関の機能や患者特性等に応じて、標準的な手 法を栄養管理手順に位置づけた場合も含まれる。ただ

し、血中アルブミン 値のみで栄養状態の評価を行うことは標準的な手法に含まれないため、複 合的な栄養

指標を用いた評価を位置づけること。 

 

●問 24 栄養管理体制の基準における「退院時を含む定期的な評価」は、全ての 患者に退院時の評価を行

う必要があるか。 

（答）必ずしも全ての患者について退院時の評価を行う必要はないが、各医療 機関の機能や患者特性等に

応じて、どのような患者や状況の場合に退院時 の評価を行うかなどを栄養管理手順に位置づけておくこと。 

連携 

 

 



 

 

２．人生の最終段階における適切な意思決定支援の推進（入院通則の改定） 

 

看取

り 

連携 



【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】  

●問 36 「Ａ１０８」有床診療所入院基本料の注３に規定する有床診療所在宅患者支援病床初期加算につ

いて、「「人生の最終段階における医療・ケアの決 定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、

入院時に治療方針 医－11 に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、 自宅

や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。」とあるが、どのような患者

が算定の対象となるのか。 

  

（答）算定の対象は、例えば、予後が数日から長くとも２～３ヶ月と予測が出 来る場合、慢性疾患の急性

増悪を繰り返し予後不良に陥る場合、脳血管疾 患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場

合など、患者の 年齢や疾患に関わらず、意思決定に対する支援が必要な患者であって医師の医学的判断に

よるものとなる。 

 

３．身体的拘束を最小化する取組の強化（入院料通則の改定） 

 

【入院料通則（身体的拘束の最小化）】  

●問 25 入院基本料を算定する病棟において１日に看護を行う看護要員の勤務時間数は、当該病棟で勤務

する実働時間数のことをいうものであり、休憩時 間以外の病棟で勤務しない時間は除かれるものであるが、

院内感染防止対 策委員会、安全管理のための委員会及び安全管理の体制確保のための職員 研修を行う時

間、褥瘡対策に関する委員会及び身体的拘束最小化チームに係る業務時間も除かれるのか。  

 

連携 



（答）入院基本料の施設基準の「院内感染防止対策の基準」、「医療安全管理体 制の基準」、「褥瘡対策の基

準」及び「身体的拘束最小化の基準」を満たす ために必要な院内感染防止対策委員会、安全管理のための

委員会及び安全 管理の体制確保のための職員研修、褥瘡対策委員会並びに身体的拘束最小化チームに係る

業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ参加する時間に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に

含んでも差し支えない。 なお、参加した場合、病棟で勤務する実働時間としてみなされる委員会 等及び研

修は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（令和６年３月５日保医発

第 0305 第５号）」の別添２の第１ の２、３、４及び７の規定に基づき実施されるものであること。 な

お、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について（その７）」（平成 19 年４月 20 日事務連絡）別添１の

問 33 及び「疑義解釈資料の送付について  （その１）」（平成 24 年３月 30 日事務連絡）別添１の問 22 

は廃止する。 

 

４．認知症ケア加算の見直し 

 

【認知症ケア加算】  

●問 71  「Ａ２４７」認知症ケア加算１の施設基準において、「認知症ケアチーム は、第１の７の(４)に規定す

る身体的拘束最小化チームを兼ねることは差 し支えない」とされているが、認知症ケアチームの専任の常勤看

護師が身 体的拘束最小化チームチームに係る業務を兼務した時間は、認知症ケアチームの業務として施設基準

で求める「原則週 16 時間以上、認知症ケアチー ムの業務に従事すること」に含めてよいか。  

（答）含めてよい。 

 

 

連携 



同時報酬改定における対応 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001218896.pdf 

１．医療と介護の連携の推進 

 

 

2.入退院支援加算 

 

＊入退院支援加算１・２の見直しについて②③は障害福祉サービス等改定との連携参照 

連携 

入退

院支

援 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001218896.pdf


3.医療機関と介護保険施設等の連携推進 

 

【協力対象施設入所者入院加算・介護保険施設等連携往診加算】  

●問 75 「Ａ２５３」協力対象施設入所者入院加算及び「Ｃ０００」往診料の「注 10」に規定する介護

保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する 基準」（平成十八年厚生労働省令第三十四号）第百三十条第一項に規定する指定地域

密着型介護老人福祉施設は含まれるか。  

（答）含まれる。 

 

 ●問 76 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注 10」に規定する介護保険 施設等連携往診加算

の施設基準において、当該入所者の診療情報及び急変 時の対応方針等の共有を図るためにカンファレンス

を実施することとされ ているが、当該カンファレンスにはどのような職種が参加すればよいか。  

（答）医師又は看護職員等の医療関係職種が参加すること。 

 

●問 77 問 76 のカンファレンスについて、協力医療機関として定められている全ての介護保険施設等と

カンファレンスを実施していない場合においても算定可能か。  

連携 



（答）算定可能。ただし、問 76 に掲げる点数は、定期的なカンファレンスを実 施している介護保険施設

等に入所している患者に対してのみ算定できる。 

  

●問 78 問 76 のカンファレンスについて、協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注９」に規定す

る介護保険施設等連携往診加算の両方の届出を行う場合、同一の介護保険施設等において、施設基準ごとに

それぞれカンファレンス１回以上を行う必要があるか。  

（答）協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注９」に規定する介護保険 施設等連携往診加算のカン

ファレンスは兼ねることは差し支えない。ただし、両方の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合に

は、その旨を記録に残すこと。 

  

●問 79 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注９」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施

設基準において、「ＩＣＴを活用して当該診療情報 及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有し

ていること。」とされているが、具体的にどのような場合が該当するか。  

（答）例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク

基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報連携ネットワーク（以下「地連ＮＷ」という。）に参加し、当

該介護保険 施設等に所属する医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情医－22 報及び急変

時の対応方針等の情報について当該地連ＮＷにアクセスして確認可能な場合が該当する。 この場合、当該

介護保険施設等に所属する医師等が、介護保険施設等の入所者の診療情報及び急変時の対応方針等につい

てそれぞれの患者について１ヶ月に１回以上記録すること。なお、入所者の状況等に変化がない場合は記録

を省略しても差し支えないが、その旨を文書等により介護保険施設から協力医療機関に、少なくとも月１回

の頻度で提供すること。 

  

●問 80 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注９」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の施

設基準における「年３回以上の頻度でカンファレ ンスを実施していること。」について、ＩＣＴで診療情報

等の共有がなされている場合、当該カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなものであればよいか。  

（答）具体的な定めはないが、例えば、以下のような内容を含んでいること。  

・ 病状の変化のあった入所者の最新の病状等の診療状況、治療方針、患者 の基本的な日常生活能力、認知

機能、家庭の状況及び急変時の対応方針（以 下「診療情報等」いう。）  

・ 新規入所者の診療情報等  

・ 前回のカンファレンス時以降、入院退所となった入所者で当該協力医療機関に入院しなかった患者の入

院先、入院理由等  

・ 介護保険施設等が協力医療機関に求める事項  

 

●問 81 問 76 のカンファレンスについて、協力医療機関に勤務している医師であって、特別養護老人ホ

ームの配置医師が当該カンファレンスに参加する場合の取扱いについて、どのように考えれば良いか。  

（答）当該配置医師について、協力医療機関の職員とカンファレンスを行った場合は、特別養護老人ホーム

の職員として扱い、特別養護老人ホームの職員とカンファレンスを行った場合は、協力医療機関の職員とし

て扱ってもよい。なお、協力医療機関の職員として扱った場合においては、当該カンファレンスで共有され

た診療情報等については、当該配置医師以外の協力医療機関に所属する職員に十分に共有を行うこと。 

  

●問 82 往診料の「注９」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施設基準において、「24 時間連絡を

受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該 担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話

番号等、緊急時の注意事項等について、事前に介護保険施設等の管理者等に対して説明の上、提供している



こと。」及び「当該介護保険施設等の求めに応じて、24 時間 往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏

名、担当日等を文書により当該介護保険施設等に提供していること。」とされているが、連絡を受ける担当

者及び往診担当医について、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準で規定されている連絡

を受ける担当者及び往診担当医と兼任することは可能か。  

（答）可能。 

 

 

4.生活習慣病対策 

 

日常 連携 



 

【生活習慣病管理料（Ⅰ）、生活習慣病管理料（Ⅱ）】  

●問 131  「０００１－３」生活習慣病管理料（Ⅰ）及び「０００１－３－３」生 医－36 活習慣病管理

料（Ⅱ）（以下単に「生活習慣病管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）」と いう。）は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及

び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行

い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものとされているが、

署名の取扱い如何。  

（答）初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、２回目以降については、療

養計画書の内容を患者に対して説明した上で、患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その

旨を療養計画書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



質の高い在宅医療・訪問看護の確保 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf） 

1.かかりつけ医に係る見直し 

 

 

日常 連携 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001226864.pdf


2.在宅医療における診療報酬上の評価構造 

 

 

日常 



 

看取

り 

日常 



3.在宅ターミナルケア加算等の見直し 

 
【在宅医療情報連携加算】100 点 

【往診時医療情報連携加算】200 点 

●問 167 問 166 における取り決めについて、連携医療機関が、地域の自治体又は医師会等の協力によ

り往診医療機関と取り決めを行った場合についてどのように考えればよいか。  

（答）取り決めについては連携医療機関及び往診医療機関において作成及び保存し、患家の希望があった場

合等に必要に応じて当該文書を提供できる体制を有している必要があり、当該体制を有していない場合は

要件を満たさない。 

●問 168 往診料の注１に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第 14 の４

の２（２）において、「患者の疾患名、患者の状態、治療方針及び急変時の対応方針等の最新の情報（以下

この項において「診療情報等」とする。）を、あらかじめ患者の同意を得た上で往診医療機関がＩＣＴ等を

用いて確認できるように、適切な情報提供を行う体制を有していること。」とされているが、例えば、在宅

療養支援診療所・在宅療養支援 病院でない連携医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機 

関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から電話等で直接往診の求めを受け、連携医療機関に電話

等により当該患者の診療情報等を確認した場合であって、連携医療機関が診療情報等を提供した場合につ

いても該当するか。  

（答）連携医療機関の医師又は看護師等の医療関係職種が当該患者の最新の診療録等を確認の上、往診医療

機関に当該診療情報等を適切に提供した場合 は該当する。ただし、往診医療機関は、当該連携医療機関に

対し電話を行った時間及び得られた情報の要点について、当該患者の診療録に記録するとともに、当該患者

に対する往診を実施したこと、当該患者の状態及び実 施した診療内容について、往診後に速やかに連携医

療機関に情報共有を行うこと。  

●問 169 往診料の注１に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第 14 の４

看取

り 



の２（２）に規定する診療情報等の「ICT 等を用いて確認」は、例えば、在宅療養支援診療所・在宅療養支

援病院でない主治医の所属する保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機関が当該患

者又は家族等患者の看護に当たる者から往診の求めを受けた際に、当該患者の診療情報等を、都道府県が構

築する地域医療介護総合確保基金の「ＩＣＴを活用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、

地域医療情報連携ネットワーク等（以下「地連ＮＷ等」という。）に アクセスして診療情報等を取得してい

る状態は該当するか。  

（答）該当する。ただし、往診医療機関が地連ＮＷ等の活用のみで診療情報等 を確認する場合は最新の診

療情報等を常に取得できる状態である必要があり、地連ＮＷ等を活用した日時及び得られた情報の概要に

ついては当該患 者の診療録に記録するとともに、当該患者に対する往診を実施したこと、当該患者の状態

及び実施した診療内容については、往診後に速やかに連携 医療機関に情報共有を行うこと。 

【在宅患者訪問診療料】  

●問 170  「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注 12 に規定する別に厚生労 働大臣が定める基準に

掲げる「末期心不全の患者」及び「呼吸器疾患の終 末期の患者」について、具体的にどのような患者のこ

とをいうか。 

（答）それぞれ以下のとおり。  

○ 末期心不全の患者は、以下の①及び②の基準並びに③又は④のいずれかの基準に該当するもの  

① 心不全に対して適切な治療が実施されていること。  

② 器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に ＮＹＨＡ重症度分類Ⅳ度の症状に該当

し、頻回又は持続的に点滴薬 物療法を必要とする状態であること。 

③ 左室駆出率が 20％以下であること。 

④ 医学的に終末期であると判断される状態であること。  

○ 呼吸器疾患の終末期の患者は、以下の①、②及び③のすべての基準 に該当するもの  

① 呼吸器疾患に対して適切な治療が実施されていること。  

② 在宅酸素療法やＮＰＰＶ（非侵襲的陽圧換気）を継続的に実施していること。  

③ 過去半年以内に 10％以上の体重減少を認めること。 

【在宅患者訪問診療料】 

● 問 171 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の注 12 において、直近３月の訪問診療を行 っている患者（一部

の患者を除く。）１人あたりの平均の訪問診療回数（以 下「平均訪問診療回数」という。）が一定以上の場

合の取扱いが示されて いるが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療 回数が一

定以上であった場合の取扱い如何。  

（答）訪問診療の実績については、各月の 1 日時点の直近３ヶ月の訪問診療の 算定回数を算出し、確認出

来る様に記録しておくこと。 また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一 患者

について当該月の４回目までの訪問診療については 100 分の 100 の点 数を算定するが、５回目以降の

訪問診療については、当該月の間は 100 分 の 50 に相当する点数により算定する。 

【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】  

●問 172  「Ｃ００２」在宅時医学総合管理料の注５に規定する頻回訪問加算について、過去に当該加算を

算定していた患者であって、病状が安定したこと 等により当該加算を算定しなくなったものについて、再

び病状が悪化した 等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「２ 回目以降の

場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。  

（答）イの「２回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問 を必要としていた疾患と異

なる疾患により、頻回の訪問が必要となる場合 については、初回に限りアの「初回の場合」を算定して差

し支えない。 



4.質の高い訪問看護の確保 

 

 

日常 



 

 

 

急変 

 

日常 

日常 入退

院支

援 



 

【ストーマ処置（ストーマ合併症加算）】 

 問 211  「００４３－３」ストーマ処置の注４に規定するストーマ合併症加算の施設基準において求める

常勤の看護師の「排泄ケア関連領域における適切 な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。  

（答）現時点では、以下の研修が該当する。 

 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」  

② 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会「ストーマリハビリテー ション講習会」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



救急医療・がん医療 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224806.pdf 

 
 

1.在宅医療における ICT を用いた連携の推進 

 

急変 

 

急変 

 
看取

り 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224806.pdf


【在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料】100 点 

【緊急往診加算、夜間・休日往診加算、深夜往診加算】 

 ●問 166  「Ｃ０００」往診料の注１に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に ついて、施設基準通知

の第 14 の４の２（１）において、連携医療機関については、「計画的な医学管理の下、主治医として定期

的に訪問診療を実施している保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制 を構築し

ていること。」とされているが、どのような連携体制を構築している必要があるか。  

（答）連携医療機関と往診医療機関との間で、連携医療機関が往診を行うこと が困難な時間において、往

診医療機関が当該患者又は家族等患者の看護に 当たる者から電話等で直接往診の求めを受けた場合に適切

に対応する旨及び患家からの連絡方法等について、あらかじめ取り決めを行っていること。なお、当該取り

決めで定めた内容については連携医療機関及び往診医療機 関において、文書にて保存し、患家の希望があ

った場合等に提供できる体 制を有している必要がある。 

【遠隔死亡診断補助加算】  

問 178  「Ｃ００５」在宅患者訪問看護・指導料の注 18 に掲げる遠隔死亡診断 補助加算（「Ｃ００５－１

－２」の注６の規定により準用する場合を含む。）の施設基準において求める看護師の「情報通信機器を用

いた在宅での看取りに係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。  

（答）現時点では、厚生労働省「在宅看取りに関する研修事業」（平成 29～31 年度）及び「ＩＣＴを活

用した在宅看取りに関する研修推進事業」（令和 ２年度～）により実施されている研修が該当する。 

 

2.外来腫瘍化学療法の普及・推進 

 

連携 



●問 41 問 40 における「外来で化学療法を実施した患者」とは、具体的にどのような患者を指すのか。  

（答）１サイクル（クール、コースと同義。抗悪性腫瘍剤の投与と投与後の休薬期間を含む一連の期間をい

う。）以上、外来で化学療法を実施した患者を指す。 

●問 156 外来腫瘍化学療法診療料の「１」の「ロ」、「２」の「ロ」及び「３」の  「ロ」について、「診察

（視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む） の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制

を評価したものであ る。」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算定可能か。  

（答）算定可能。ただし、診察（視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含 む。）は必ず行うこと。 

 

 

 

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組 

 

 

 

 

 

連携 入退

院支

援 



1.地域包括医療病棟入院料の算定要件及び施設基準 

 
【地域包括医療病棟入院料】  

問 104  「Ａ３０４」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のＡＤＬ等の維持、向上等に係るカン

ファレンスが定期的に開催されており、医師、 看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言

語聴覚士（以下 この項において「専従の理学療法士等」という。）、当該病棟に専任の管理 栄養士及び必要

に応じてその他の職種が参加していること。当該病棟におけるカンファレンスの内容を記録していること。」

とあるが、地域包括医療 病棟入院料を算定する全ての患者についてカンファレンスを行い、診療録 にカン

ファレンスの内容を記録する必要があるか。  

（答）当該病棟において、ＡＤＬ等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されていればよく、

全ての患者について個別にカンファレンス を実施し、診療録に記録されている必要はない。 

 

 



ポストコロナにおける感染対策の推進 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001218896.pdf 

 

1.感染対策に関する介護保険施設等との連携の推進 

 

連携 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001218896.pdf


リハビリテーションに係る医療介護障害連携 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238900.pdf 

 

1.退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進 

 

連携 

入退

院支

援 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238900.pdf


医療的ケア児（者）に対する入院前支援の評価の新設 

 

【医療的ケア児（者）入院前支援加算】1000 点 

問 70  「Ａ２４６－３」 医療的ケア児（者）入院前支援加算について、患者が通所している障害福祉サー

ビス事業所へ訪問し、当該加算を算定すべき入 院前支援を行った場合、当該加算を算定する事はできるか。  

（答）患者の状態、必要な処置等を確認できる場合であって、居宅において患 者に対してケアを行ってい

る者がその場にいて、療養生活環境を確認できる場合に限り、患者が通所している障害福祉サービス事業所

等への訪問で も当該加算を算定することができる。 

 

入退

院支

援 

入退

院支

援 



入退院支援加算１・２の見直しについて（障害福祉） 

 

有床診療所における医療・介護・障害連携の推進 

 

入退

院支

援 

連携 



精神疾患を有する者の地域移行・地域定着に向けた重点的な提供する病棟の評価の

新設 

 

 

連携 



 

1.精神科入退院支援加算の新設 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238907.pdf 

入退

院支

援 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238907.pdf


【精神科入退院支援加算】1000 点 

●問 66  「Ａ２４６－２」精神科入退院支援加算について、「入院後７日以内に退院支援計画の作成に着手

すること。」とあるが、退院支援計画の交付日についてどのように考えればよいか。  

（答）精神科入退院支援加算に係る退院支援計画を作成後、速やかに患者に交付すること。 

 

●問 67 精神科入退院支援加算について、「退院困難な要因」として「身体合併症 を有する患者であって、

退院後に医療処置が必要なこと」とあるが、身体合併症とは具体的にどのような症状のことをいうのか。  

（答）「Ａ２３０－３」精神科身体合併症管理加算の算定患者と同様の取り扱いとする 

。 

●問 68 精神科入退院支援加算の施設基準において求められる入退院支援及び地域連携業務に専従してい

る看護師又は精神保健福祉士が、「Ａ３１２」精神 療養病棟入院料又は「Ａ３１８」地域移行機能強化病棟

入院料の施設基準 における退院支援相談員の業務を兼ねてもよいか。  

（答）差し支えない。 

  

●問 69 精神科入退院支援加算について、「退院困難な要因を有する患者について、原則として７日以内に

患者及びその家族等と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後７日

以内に退院支援計画の作成に着手する。」とされているが、新たに当該加算を届け出た場合に、届出時点で

の入院患者についての取扱い如何。  

（答）当該加算の届出を行った時点で入院中の患者について、届出後に退院支 援計画を作成し、その他の

要件を満たした場合は、当該加算を算定可能。 ただし、届出後３月以内に患者及び家族と話合いを行い、

退院支援計画の作成に着手することが望ましい。また、医療保護入院の者であって、当該入院中に精神保健

福祉法第 33 条 第６項第２号に規定する委員会の開催があったもの又は当該入院の期間が１年以上のもの

については、退院支援計画の作成時期によらず、それぞれ当該委員会の開催及び退院支援計画の作成又は退

院支援計画の作成及び退院・転院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整又は障害福祉サービ

ス等若しくは介護サービス等の導入に係る支援を開始することをもって、当該加算の算定対象となる。これ

らの患者についても、３月以内に患者及び家族と話合いを行い、退院支援計画の作成に着手することが望ま

しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携 

 

連携 



1. 急性期におけるリハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の取組の推進 

 

【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算】  

●問 54  「Ａ２３３」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準において、「直近１年間に、

当該病棟を退院又は転棟した患者（死亡退院及び終末期のがん患者を除く。）のうち、退院又は転棟時にお

けるＡＤＬ（基 本的日常生活活動度（Barthel Index）（以下「０Ｉ」という。）の合計点数 をいう。）が入

院時と比較して低下した患者の割合が３％未満であること。」 とされているが、入退棟時の０Ｉの測定をす

る者についてどのように考えればよいか。  

（答）０Ｉの測定に関わる職員を対象とした０Ｉの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが

望ましい。  

 

●問 55 同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体 制加算を算定した後に、

地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリ ハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を行っ

ている病棟に転棟した場合について、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定期間を どのように

考えればよいか。  

（答）リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定した期間と通算し 医－16 て 14 日間に限り

算定できる。なお、リハビリテーション・栄養・口腔連携 加算を算定した後、リハビリテーション・栄養・

口腔連携体制加算を算定 する場合でも同様である。  

 

●問 56 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入 院料の施設基準において、



「当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、１名につき１病棟に限る。」とあるが１名の管理栄養士

がそれぞれの施設基準について１病棟ずつ兼務することができるか。  

（答）不可。  

●問 57 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料において、入棟後、

原則 48 時間以内に評価に基づき、リハビリテーシ ョン・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成すること

となっているが、入院前に、入退院支援部門と連携し、入院時支援の一環として栄養状態の評価を行った場

合、その評価に基づき計画作成を行ってもよいか。  

（答）当該病棟の専任の管理栄養士が、入退院支援部門と連携して栄養状態の 評価を行った場合は差し支

えない。ただし、入院前と患者の状態に変更がある場合は、必要に応じて栄養状態の再評価を行うこと。 

 

●問 58 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定

するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、専任の管理栄養士が休み等で不在の場合であって、

入棟後 4８時間以 内の患者との対面による確認や週５回以上の食事提供時間の観察等ができない場合につ

いてどのように考えればよいか。  

（答）専任の管理栄養士が休み等で不在の場合、専任の管理栄養士以外の管理栄養士が実施しても差し支え

ない。なお、専任の管理栄養士以外が実施する場合は、随時、専任の管理栄養士に確認できる体制を整備し

ておくこと。 

 

●問 59 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定

するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「週５回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリ

スクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと」とあるが、１回の食

事提供時間に、全ての患者の食事の状況を観察しないといけないのか。また、１日２回行ってもよいか。  

（答）１回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はなく、週５回以上の食事の観察を行う中で計

画的に確認できれば差し支えない。また、必要に応じ１日２回行ってもよいが、同日に複数回実施した場合

であっても１回として数えること。 

 

●問 60 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算の

施設基準において、適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了している常勤医師が

１名以上勤務していることが求められているが、この「適切なリハビリテーション、栄養管 理、口腔管理

に係る研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。  

（答）現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション診

療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」が該当する。 

  

●問 61 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・ 栄養・口腔連携加算に

ついて、「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管 理に係る計画を策定した日から 14 日を限度として算

定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画を策定した場合においては、当

該計画の策定日にかかわらず、入棟後３日目を起算日とする。」とあるが、初回入棟後に計画を策定した日

あるいは初回入棟後３日目のいずれかのうち早い日より 14 日を経過した後に、入院期間が通算される再

入院の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することは可能か。  

（答）不可。  

【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算、回復期リ

ハビリテーション病棟入院料１・２、特定機能病院リ ハビリテーション病棟入院料】  

 



●問 62 「Ａ２３３」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「Ａ３０４」 地域包括医療病棟入

院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・ 口腔連携加算、「Ａ３０８」回復期リハビリテー

ション病棟入院料の「１」回復期リハビリテーション病棟入院料１及び「２」回復期リハビリテーション病

棟入院料２並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提

供するとともに、口腔状態に係る課題（口腔衛生状態の不良や咬合不良等）を認めた場合は、必要に応じて

当 該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整

備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。  

（答） 「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる」「義歯の使用」につい

て、原則入棟後４８時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行

うこと。 評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及

び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方（令和６年３月）」

を参考とすること。           参考： https://www.jads.jp/basic/index_2024.html 

 

 

その他、医療機能に応じた入院医療の評価（疑義解釈説明） 

回復期リハビリテーション病棟入院料ⅠおよびⅡ：地域リハビリテーション活動支援事業等の地域支

援事業に、地域の医師会等と連携し、参加していることがのぞましい。 

問 108  「Ａ３０８」回復期リハビリテーション病棟入院料１及び２の施設基準において、「在宅復帰

支援を担当する専従の社会福祉士等」を１名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士

等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。  

（答）在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。 

 

【協力対象施設入所者入院加算（入院初日）】【介護保険施設等連携往診加算】200 点 

１. 往診が行われた場合 600 点 

2.1 以外の場合    200 点 

問 75 「Ａ２５３」協力対象施設入所者入院加算及び「Ｃ０００」往診料の「注 10」に規定する介護

保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」 について、「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する 基準」（平成十八年厚生労働省令第三十四号）第百三十条第一項に規定する 指定

地域密着型介護老人福祉施設は含まれるか。 

（答）含まれる。 

 

問 76 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注 10」に規定する介護保険 施設等連携往診加算の

施設基準において、当該入所者の診療情報及び急変 時の対応方針等の共有を図るためにカンファレンス

を実施することとされ ているが、当該カンファレンスにはどのような職種が参加すればよいか。 

（答）医師又は看護職員等の医療関係職種が参加すること。 

 

問 80 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注９」に規定する介護保険施設等連携往診加算の施

設基準における「年３回以上の頻度でカンファレ ンスを実施していること。」について、ＩＣＴで診療情

報等の共有がなされている場合、当該カンファレンスの内容は、具体的にはどのようなもので あればよ

いか。  

（答）具体的な定めはないが、例えば、以下のような内容を含んでいること。  

・病状の変化のあった入所者の最新の病状等の診療状況、治療方針、患者の基本的な日常生活能力、認知

機能、家庭の状況及び急変時の対応方針（以 下「診療情報等」いう。）  

連

携 

連

携 

https://www.jads.jp/basic/index_2024.html


・新規入所者の診療情報等  

・前回のカンファレンス時以降、入院退所となった入所者で当該協力医療機関に入院しなかった患者の入

院先、入院理由等  

・介護保険施設等が協力医療機関に求める事項 

 

【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】  

問 21  「Ｃ００１－７」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料について、例えば、「Ｃ００１－３」

歯科疾患在宅療養管理料を算定した日と別日に 実施した場合であっても当該指導料は算定可能か。  

（答）算定可能。なお、「Ｃ００１－５」在宅患者訪問口腔リハビリテーション 指導管理料及び「Ｃ０

０１－６」小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション 指導管理料を算定した日と別日に実施した場合

であっても同様に算定可能。 

 

【地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算】  

問２ 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準 において、地域の行政

機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報 を周知することとされているが、どのように

周知すればよいのか。 

 答）各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政 機関、保険医療機関、訪問

看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を 把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知

することが求められ るため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施するこ

とになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このよう な情報は定期的に更新されている必要

があり、さらに、都道府県単位で集約 して周知されていることがより望ましい。 各加算に関して周知すべ

き情報としては、各加算の要件に基づき、例えば 以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域

にとって必要な情 報を収集及び整理すること。  

○地域支援体制加算  （当該加算で求めている周知すべき情報） 休日、夜間を含む開局時間外であっても調

剤及び在宅業務に対応できる体制に係る情報  （具体的な項目例）  ・ 休日、夜間に対応できる薬局の名称、

所在地、対応できる日時（開局 日、開局時間）、連絡先等（地域ごとに、輪番制の対応も含め、具体的 な

日付における休日、夜間対応できる薬局の情報を示すこと）  

○連携強化加算  （当該加算で求めている周知すべき情報） 災害や新興感染症における対応可能な体制に係

る情報  （具体的な項目例）  ・ 改正感染症法に基づく第二種協定指定医療機関としての指定に係る 情報  ・ 

オンライン服薬指導の対応の可否 

 

R6.3.28 診療報酬改定疑義解釈リンク  

 https://www.hokeni.org/data-docs/2024020200026/file_contents/2024gigi01.pdf 
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https://www.hokeni.org/data-docs/2024020200026/file_contents/2024gigi01.pdf


令和 6 年度診療報酬改定の施行時期等 

 

 

 

R6 診療報酬改定説明資料リンク 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238898.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238899.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238898.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001238899.pdf

